
 

別紙２ 

 

不適正表示が確認された商品（例） 
 

１ 商品外観：バターボール 
（１）バターの原産地がニュージーランドであるにもかかわら

ず、包装に「北海道産バター使用」と表示 
（２）原材料に「デキストリン」を使用していないにもかかわ

らず、原材料名に「デキストリン」と表示 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

２ 商品外観：沖縄黒糖飴 
（１）製品中の沖縄県産黒糖の配合割合が１％未満であるにも

かかわらず、包装に「製品中沖縄県産黒糖９％使用」と表
示 

（２）原材料名について、「水飴、加工黒糖、赤糖（粗糖、糖
みつ）、黒砂糖、食塩」と表示するところ、「水飴、加工黒
糖、黒砂糖、赤糖（粗糖、糖みつ）、食塩」と、原材料に占
める重量の割合の高いものから順に表示せず 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

３ 商品外観：塩あめ 
原材料に「デキストリン」を使用していないにもかかわら

ず、原材料名に「デキストリン」と表示 
 


